
 

『契約書や領収書と印紙税 最新版パンフ・手引きを発行』 
 

 国税庁はこのほど、パンフレット「契約書や領収書と印紙税」および「手引き」を発行した。近年に創設・

延長された各措置等を併せまとめたもの。改めて以下の主なポイントを確認したい。  

 ○平成２６年４月１日以降に作成された「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」で、記載され

た受取金額が５万円未満のものは非課税となっている。同日より前に作成されたものについては、３万

円未満が非課税とされていた。 

 ○「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」のうち、平成９年４月１日

から令和２年３月３１日までの間に作成されるものは、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に

応じて、税額を本則より軽減する措置が、令和２年３月３１日まで延長されている。 

 ○平成２９年４月の租税特別措置法の一部改正により「自然災害の被災者が作

成する不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置」及び「指定災害

の被災者等に対する災害特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税

の非課税措置」が設けられ、平成２８年４月１日以後に発生した自然災害又は指定

災害に係る契約書等で、災害の発生から５年以内に作成されたものに適用されて

いる。 

 

 『ガイドラインの活用実績を公表 「経営者保証」で中小企業庁』 

 
 中小企業庁は政府系金融機関と信用保証協会における経営者保証に関するガイドラインの活用実

績と、それぞれ融資全体または保証全体に占める割合を公表した。  

平成３ ０ 年度についてみると、政府系金融機関（ 商工組合中央公庫、日本政策金融公庫） は（ １ ） 新

規に無保証で融資した件数６ 万９ ， ２ ９ ５ 件（ ２ ） 新規融資件数１ ９ 万２ ， ０ ９ １ 件（ ３ ） 新規融資

に占める経営者保証に依存しない融資割合３ ６ ％、となっており、金額に関しては５ ３ ％を占めた。こ

れはガイドラインが公表された平成２ ６ 年度から４ 年連続で増加している（ 平成２ ６ 年度は件数の割

合が１ ９ ％、金額は２ ４ ％） 。また、ガイドラインに基づく保証債務整理を成立させた件数も平成３ ０ 年

度１ ８ ９ 件で、同様に毎年増加している（ 平成２ ６ 年度は４ ６ 件） 。  

 信用保証協会における平成３ ０ 年度実績は、無保証人で信用保証を承諾した件数１ ５ 万６ ， ８ ８ ０ 

件で、信用保証を承諾した件数のうち無保証人の割合は２ ５ ％となっており、保証人の保証契約を解

除した件数は６ ， ６ ６ ９ 件、ガイドラインに基づく保証債務整理を成立させた件

数１ ， １ ４ ６ 件となった。代表者の交代時における対応についても、政府系金融

機関、協会別の集計がある。  

 
    出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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